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平成２８年宇治田原町議会運営委員会 

平成２８年５月１３日 

午 前 １ ０ 時 開 議 

議 事 日 程 

 日程第１  委員長挨拶 

 日程第２  理事者挨拶 

 日程第３  平成２８年第１回臨時会について 

        ①署名議員について 

        ②会期について 

        ③提出議案について 

        ④議事日程（第１号）及び（第２号）について 

 日程第４  その他 

 

１．出 席 委 員 

      委員長     １番  稲 石 義 一  委員 

      副委員長    ７番  垣 内 秋 弘  委員 

              ５番  今 西 久美子  委員 

             １０番  上 林 昌 三  委員 

             １１番  谷 口 重 和  委員 

             １２番  田 中   修  議長 

 

１．欠 席 委 員     なし 

 

１．宇治田原町議会委員会条例第１８条の規定により会議事件の説明のため出席を求める

ものは次のとおりである。 

副 町 長 田 中 雅 和 君 

総 務 部 長 久野村  観  光  君 

企 画 財 政 課 長 奥 谷  明 君 

 

１．職務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

議 会 事 務 局 長 村 山 和 弘 君 
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庶 務 係 長 岡 﨑 貴 子 君 

────────────────────────────────────────── 
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開  会   午前１０時００分 

○委員長（稲石義一） 皆様、おはようございます。 

  本日は、議会運営委員会を招集いたしましたところ、皆様方にはご多忙のところご出

席をいただき、まことにありがとうございます。 

  これより第１回臨時会の議会運営につきまして、ご協議をよろしくお願い申し上げま

す。 

  なお、山内議員が傍聴に来られておりますので、ご報告しておきます。 

  まず、ここで副町長からご挨拶をお受けいたしたいと存じます。副町長。 

○副町長（田中雅和） 皆さん、おはようございます。 

  ５月に入りまして、新緑の候、新茶、茶摘みの季節になっております。 

  先日、８日の日曜日には、宗円生家新茶まつりや、あるいはお茶のふるさと塾による

交流会が催され、町内外から多くの方が茶摘み体験などを楽しんでいただいたところで

あります。 

  委員の皆様におかれましては、ご健勝にてご活躍のことと存じます。宇治田原町行政

の推進には何かとご理解、ご尽力をいただいておりますことに厚くお礼を申し上げます。 

  本日は、公私とも大変お忙しいところ、稲石委員長、垣内副委員長のもと、議会運営

委員会を開催いただきありがとうございます。 

  来週１７日火曜日に開会していただきます平成２８年第１回５月臨時議会におきまし

ては、国民健康保険特別会計の補正予算と国民健康保険税条例の一部改正の専決処分の

２件の議案をお願いしているところでございます。後ほど、議案の概要を説明させてい

ただきますが、どうかよろしくお願いいたします。 

  ここで２件、報告させていただきます。 

  まず、１点目ですけれども、宇治田原山手線ですけれども、京都府が今年度、新規事

業化に向けた事業着手、準備調査を実施するため、３５０万円の調査費を箇所づけいた

しました。本日の新聞にも記事が出ておりましたが、お手元のほうに配付をさせていた

だきましたので、またごらんおきを願います。 

  なお、資料の後ろの面は、犬打峠のということで、この資料をお手元に置いておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

  それから、もう１点、ご報告ですけれども、熊本地震につきましては、多くの被災者

が出ておる中で、町職員の派遣につきましても、その準備をしているところでございま

すけれども、５月中の宇治田原町からの人的支援の要請はまだ来ていないところでござ
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います。以上、ご報告させていただきます。 

  それから、なお、当委員会の出席につきましては、私、田中副町長と、それから隣、

久野村総務部長、それから奥谷企画財政課長とさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（稲石義一） どうもありがとうございました。 

  これより議事に入ります。 

  ３の平成２８年第１回臨時会についてを議題といたします。 

  まず、①の署名議員について事務局から説明をお願いします。局長。 

○議会事務局長（村山和弘） 会議録署名議員の指名でございますが、今臨時会につきま

しては、３番、山内実貴子議員、８番、奥村房雄議員にお願いしたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（稲石義一） 続きまして、②の会期について。会期については、招集日を５月

１７日火曜日とし、５月１８日水曜日までの２日間といたしたいと存じますが、これに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（稲石義一） 異議なしと認め、５月１７日から１８日までの２日間といたしま

す。 

  続きまして、③提出議案について、当局より議案説明をお願いいたしたいと思います。

副町長。 

○副町長（田中雅和） それでは、お手元に議案を配付させていただいておりますので、

説明させていただきます。 

  まず、議案第３４号だと思うんですけれども、よろしいでしょうか。 

  それでは、まず、第３４号は国民健康保険特別会計の補正予算でございます。これに

つきましては、前年度、平成２７年度の国民健康保険特別会計におきまして、収支不足、

いわゆる赤字といいますか、欠損、不足になりますので、そういったことから平成

２８年度の予算を平成２７年度の不足分に充てるため、繰上充用金の補正を行うもので

ございます。補正額は５，９４０万円ということでお願いしているところでございます。 

  議案の概要の説明を少しさせていただきたいと思いますが、その資料編のところ、議

案２つの下に、こういった横長の資料があると思いますので、第３５号議案の下に入っ

ていると思いますので、それに基づきましてご説明させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 
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  ここに書いておりますように、国民健康保険特別会計の決算見込みの概要なんですけ

れども、まず、一番右のほうを見ていただきますと、現在、２７年度につきましては、

出納閉鎖期間中の決算もほぼ打ち終わっておりますので、概数ということなんですけれ

ども、ほぼ集計しておりまして、この金額で説明させていただきます。 

  右のほうを見ていただきますと、歳入額のところが１３億６，７２７万ということに

なっております。これにつきましては、ほぼ確定の金額というふうにご理解いただきた

いと思います。それと、歳出額につきましては１４億２，６７３万円ということで、こ

れはもう確定でございます。 

  こういった中で、これを差し引きいたしますと、４段目に書いておりますように赤字

が出ております。これは前年度からの赤字も含めましての赤字になりますけれども、

５，９４５万７，２４３円と、こういった金額が赤字になっております。このために前

年度の決算を打てませんので、２８年度から、このうちの、先ほど申しました

５，９４０万円を繰上充用したいというふうに考えているところございます。 

  なお、この数字ですけれども、その下に前年度繰上充用したのはどれぐらいかという

のが、６，６００万ということになっております。その下に実質収支ということで、今

年度の金額を書いていますけれども、これは黒字になります。単年度でいきますと、

６８５万９，３３０円の黒ということになっています。これの差額で前年度よりも、い

わゆる累積につきましては、好転したということになります。 

  なお、この表の一番左のほうとの比較を若干説明させていただきますけれども、一番

左の２月末現在ということで記載しておりますけれども、これは前回、３月１６日の予

算特別委員会、国保税の引き上げ等のときに説明させていただいた数字なんですけれど

も、この数字が一番左の枠の中でございます。この数字のときには、かなり大きな赤字

が出るということになっておりますが、その後、いろんな精査をし、あるいは公金等の

ほうが確定してまいりまして、その中で歳入額が、実際にはこの間、２カ月の間に

２，１３３万円ほど増加になっております。 

  その原因につきましては、若干説明させていただきますけれども、１つは、１枚めく

っていただきまして、２ページのところで国民健康保険税のところに書いているんです

けれども、ここのところの特に滞納のところなんですけれども、実績年度の真ん中より

ちょっと下のほうですけれども、滞納繰越分の収納率ということで、前年度、２６年度

は１９．６３％というふうになっておりますけれども、これが３０％と、滞納につきま

しては大きく収納がふえたということで、これが収納分が３２０万ほどございまして、



６ 

こういった中での収入のほうといいますか、歳入のほうが多くなったのが１つです。 

  それから、その次、２番目なんですけれども、その下のほうの３款国庫支出金のとこ

ろを見ていただきますと、その文章を書いている真ん中辺ですけれども、増額交付とい

うふうに書いています。真ん中のほうに５３７万２，９４０円の増額交付と、こういっ

た国庫支出金のほうからの療養給付費等の交付が５３０万ほど大きくなったということ

でございます。 

  それから、これが２つ目でございまして、３つ目の増加要因としては、３ページ目、

めくっていただきまして、一番上の財政調整交付金でございます。ここのところの普通

調整交付金、これも２月に想定していたよりもふえまして、１２６万円ほど、これも増

になりました。 

  それから、４番目の理由ですけれども、６款府支出金でございます。これも３月末に

交付金が決定されたところ、想定していたよりも８８６万円の増というふうな、こうい

った増加要因がございまして、歳入額が２，１３３万円ふえて、こういった金額になっ

たというところが１点と。 

  それから、歳出のほうなんですけれども、２月のところでは、かなり多い目に、いわ

ゆる最悪の事態のことを想定して多い目にしている部分があったんですけれども、それ

がその後２カ月で実質といいますか実績を払っていきますと、３８６万円ほど減ったと

いうことになります。 

  ですから、前回２カ月間におきまして、歳入歳出において変動がございましたので、

２月の時点では１，８３３万４，０００円の赤と見ていたところが、結果的には

６８５万の黒字になったと、こんな状況になっております。 

  なお、今回、単年度では黒字になっておるところでございますけれども、実質、ここ

の決算見込みのところにも書いておりますように、いわゆる支出額、医療費については

大変ふえておりまして、ちなみにご説明さしあげますけれども、４ページのほうを見て

いただきますと、４ページの下から４行目になるんですけれども、療養諸費、高額療養

費ということで、いわゆる医療費の分ですけれども、これが２７年度が８億

２，４００万と、こんな大きな数字になっているところ、これが特に２６年度と比べま

すと、２７、８もですけれども、大きく歳出といいますか、医療費が伸びていていると、

こういった状況でなっております。 

  これを目で見やすくすると、５ページのほうを見ていただきますと、５ページの決算

額の推移というところを見ていただきますと、２７年度はどっと上がっております。こ
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ういった厳しい状況がございます。 

  それともう一つご説明させていただきたいところは、３ページのところを見ていただ

きますと、共同事業交付金ということでございます。７款の共同事業交付金と申します

のは、いわゆる高額な医療費が出た場合、個人負担３割のところが大きくなりますと、

国民健康保険のほうからも、いわゆる保険等を積み立てている中で交付するわけですけ

れども、そういった交付金額というのは、３行目に書いていますように共同事業交付金

というのが、そういった保険を市町村の中で集めておりますので、そこから来る分、急

に多く医療費がかかるところが危惧されますけれども、これはその次にも書いています

ように、前年度及びその直前２カ年から算定して、いわゆる入りがたくさんになれば、

次の年からまた多くふえていくと、そういったいわゆる保険料のほうから拠出金という

ふうになっていきますので、そういった金額が今後もふえていくと。 

  こういった状況で、国保の会計につきましては、大変厳しい状況が続いておりますの

で、２８年度につきましては値上げをお願いしたところでございますが、前回も説明を

したところでございますが、３，０００万の赤字見込みに従いまして、値上げの分が

１，５００万、それから、一般会計から繰り上げが１，５００万ということで、収支は

ゼロというふうなことにしておりますので、今後とも、２８年、２９年という中で、統

合化される前に、現在残っている５，９４０万円の減額については、引き続き努力して

まいりたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。

以上が、議案第３４号の国保会計の補正予算でございます。 

  引き続いてよろしいでしょうか。 

  続きまして、第３５号につきましてご説明させていただきますので、よろしくお願い

します。 

  この第３５号なんですけれども、これにつきましては国保税の改正でございます。こ

れにつきましては、地方税法の一部改正の法律が平成２８年３月３１日に公布されまし

て、原則として、同年、つまりことし４月１日から施行されるということに伴いまして、

本条例についても所要の改正を行ったものでございまして、特に緊急を要するため、議

会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、専決処分とさせていただき

ましたので、ここにご報告して、承認を求めるものでございます。 

  内容につきましては、資料のほうが１枚物で裏表になっていますけれども、この縦長

のほうの資料でご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  いきなりでございますけれども、改正内容なんですけれども、２つあります。 
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  まず、１点目は、改正内容のところ、１というふうに書いておりますけれども、いわ

ゆる保険税賦課限度額の引き上げでございます。これにつきましては、保険税を算定い

たしまして、いわゆる率等の計算を積み上げていきますと、金額が５４万円とか超えて

いきますので、その金額のいわゆる天ですね、それの限度額というのを決めております。

２８年度からにつきましては、２７年度は５２万だったんですけれども、これを５４万

円に引き上げさせていただきます。いわゆる高額な方の限度額の引き上げということで、

まず医療分に基礎課税ということで、医療分について５４万円、２万円の増でございま

す。 

  それから、介護納付金につきましては、これは限度額の引き上げはございません。 

  それから、３番目、後期高齢者支援金等分、支援金につきましては、これは２７年度

は１７万円だったのが、２万円増ということで１９万円に引き上げをさせていただきた

いところでございます。 

  それから、次、後ろのほうをめくっていただきますでしょうか。これにつきましては、

影響世帯ということで、どれぐらい出るかということを、少しこれは今後変わる可能性

もあるということで、ご理解賜りたいんですけれども、この表自身は、まず２７年所得

で、それから税率もちょっと申しわけないんですけれども、６．１５ということで、前

年度の税率では計算しております。そういった中で、計算させてもらった結果なんです

けれども、医療分につきましては、こういうふうに変わりますので、３４世帯が３１世

帯に減るという計算をしております。それから、介護分につきましては、これはいわゆ

る引き上げはございませんので、１３世帯、同数ということでございます。それから、

支援金分につきましては、２０世帯が１６世帯に減るんではないかというふうに算定を

しているところでございます。 

  なお、これにつきましては、先ほども申しましたように、若干税率も変わってくるこ

とになりますので、そうしますと、若干また超過世帯がふえる傾向にはなると思います。

その結果、とりあえずはこの３１世帯等の対象ということで計算していただきますと、

どれぐらい町全体で増額になるかという計算をしますと、少し単純計算させてもらうん

ですけれども、３１世帯の方に対して、前年度に比べまして２万円の増加ですから、

３１世帯掛ける２万円というふうな計算、それから、その３人の方はどういうというの

は、正確にはわからんところがあるんですけれども、２万を平均的に超過するというこ

とにすると１万円程度というようなことで計算すると、この医療分で６５万、それから

同じような計算をすると、介護分はなしで、それから支援金分がざっと３６万円となり
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ました。合わせまして、ざっと１００万円程度の増収、増収という表現はあれなんです

けれども、増加の徴収をさせていただきたいと、全体ではそんな感じになるというふう

に考えているところでございます。それが１点目でございます。 

  ２番目は、その次に書いておりますように、いわゆる低所得者さんに対する軽減、国

保税の軽減対象の拡大ということでの改正でございます。これにつきましては、この表

の２８年度のところを見ていただきますと、いわゆる７割、５割、２割の軽減する対象

者の方の所得の制限といいますか、それが若干ふえるということで、７割軽減の方につ

きましては３３万円以下と、これは変わっておりませんけれども、その次から所得につ

いて５，０００円、５割軽減の方につきましては、２６万円から２６万５，０００円、

５，０００円の増ということで軽減対象が若干ふえるという形になります。それから、

２割軽減につきましては、１万円増ということで４８万円に増加しますということでご

ざいます。 

  その結果ですけれども、参考資料に書いておりますように、課税標準のところ、２番

目のところにありますけれども、世帯数のところで、じゃ、どれぐらいの対象になるか

ということでご説明させていただきますと、世帯数のみですけれども、７割軽減の方が

２６年と２７年を見ますと５世帯の増になる。それから５割につきましては６世帯の増、

それから２割につきましては十一、二世帯に増加するということになります。 

  それで、どのぐらい住民の皆さん方から軽減の額になるんかということを算定します

と、少し現実にはきちっと計算していないからわからんのですけれども、現在のところ、

予算上のざっとした軽減策の関係で見ますと、ざっとなんですけれども、２６０万程度

の全体では軽減になるんではないかというふうに考えているところでございます。 

  ただ、軽減されましたとしても、これにつきましては、保険基盤安定繰入金というこ

とで、京都府及び町のほうから補塡するということで、実際、国民健康保険税会計自身

でのマイナスということには軽減したとしてもならないと、そういう組み立て方になっ

ておりますので、ご理解を賜りたいと思います。以上、ご説明を終わらせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長（稲石義一） 説明が終わりましたので、委員からの質問をお受けいたしたいと

思いますが、何かございませんか。補正予算と専決処分の承認についてのご質問、何か

ございませんか。今西委員。 

○委員（今西久美子） 国民健康保険税条例のほうなんですが、限度額を近隣の市町の状

態をちょっと調べておいていただきたいなと。この限度額を引き上げているかいないか
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というところで、京都府下、南部地域ぐらいでもいいので、全てのところで引き上げが

なされているのかどうか、今わかりませんよね。ちょっとできれば調べていただけたら

なと思います。 

○委員長（稲石義一） 副町長。 

○副町長（田中雅和） そしたら、南部地域というか、京都市を除いた以南全部の市町村

ということで、それにつきましては手元にございませんので、委員会の補正予算特別委

員会を開いていただきましたら、その場で説明させていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

○委員長（稲石義一） それは補正予算特別委員会の中で、これはもう補正予算の特別委

員会絡みじゃないですけれども、関連で、そのときに資料を出していただくということ

にしておきましょうか、どうしましょうか。補正予算と別なんやけれども、専決処分や

から、どこで出してもらうかということなんですれども、関連で一緒に補正予算特別委

員会のときに、資料として各委員さんのところへ資料配付だけしておいてもらうという

ことにしましょうか。そのような形でお願いできますか。 

（「資料配付ということで」と呼ぶ者あり） 

○委員長（稲石義一） はい。ほかに何かございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（稲石義一） それでは、補正予算と専決処分の承認についての議案の説明を以

上で終わらせていただきます。 

  次に、④議事日程の第１号及び第２号について一括して事務局から説明を願います。

局長。 

○議会事務局長（村山和弘） それでは、お手元に配付させていただいております平成

２８年第１回宇治田原町議会臨時会議事日程第１号についてご説明させていただきます。 

  平成２８年５月１７日午前１０時が開議でございます。まず、日程第１、会議録署名

議員の指名につきましては、先ほどご説明申し上げましたように、３番、山内議員、

８番、奥村議員にお願いをさせていただく予定としております。 

  次に、日程第２、会期の決定でございますが、これも先ほど委員長のほうからご確認

をいただきました平成２８年５月１７日から１８日の２日間とさせていただきたく思っ

ております。そして、その会期の決定の後、町長よりご挨拶が入る予定としております。 

  また、その後に、４月の定期人事異動に伴います管理職員の異動対象者につきまして

の紹介を副町長よりお願いする予定としております。 
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  なお、お手元のほうに、４枚ほど繰っていただきますと、管理職の議場の配席図を今

回お配りさせていただいておりますけれども、今年度の人事異動につきましては、部制

の導入等によりまして、大変大規模となっておりまして、全ての管理職の紹介になろう

かと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、日程第３の専決処分でございますが、提案理由の説明の後、専決処分ですので、

この議案につきましては、所管委員会への付託は行わずに、説明にとどめまして、質疑、

討論、採決は１８日、次の日に予定をしているところでございます。 

  続きまして、日程第４でございますが、この議案につきましては、提案理由の説明後、

付託前質疑を行いまして、補正予算ということですので、補正予算特別委員会に付託を

予定しております。 

  １７日の本会議につきましては、以上の予定でございます。 

  その後、補正予算特別委員会につきましては、本会議散会後に休憩を挟みまして、開

催していただく予定としております。 

  なお、今回の補正予算特別委員会より垣内委員長、上林副委員長のもとでの開催とさ

せていただきたく思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

  初日、１７日の流れは以上でございます。 

  引き続きまして、次のページなんですが、日程第２号でございます。 

  今、お手元にはお配りをさせていただいておりますけれども、１７日の会期の決定に

よりまして、１７日、１８日が確定いたしますので、この第２号につきましては、

１８日に議席のほうへ配付とさせていただきたく考えております。 

  平成２８年５月１８日１０時が開議という形で、日程第１につきましては、議案第

３５号、専決処分につきましての質疑、討論、採決を予定させていただいております。 

  日程第２につきましては、補正予算特別委員会へ付託を行っておりますことから、垣

内委員長より委員長報告後、委員長報告に対する質疑を行っていただきまして、その後、

議案について討論、採決を予定させていただいております。 

  最後になりますが、日程第３につきましては、閉会中の継続調査の申し出でございま

すが、従来どおり、議会運営委員会、総務建設常任委員会、文教厚生常任委員会、新庁

舎建設調査検討特別委員会、新名神高速道路建設に係る特別委員会、広報編集委員会の

６委員会からの継続調査の申し出を提出していただく予定をしておりますので、日程第

３の議事日程に上げさせていただきたいと考えております。以上でございます。 

○委員長（稲石義一） 説明が終わりましたので、委員からの質疑をお受けいたしたいと
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存じます。何かございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（稲石義一） 専決の部分については、先ほどもありましたように、初日の第

１日目の提案説明のみで、次の日に、２日目に質疑、討論、採決というふうに進めたい

と思うんですけれども、その質疑、討論の部分について、もしあれば、それの質疑、討

論をされる方については、１７日の第１日目の１５時までに、様式はそこにそれぞれ配

付しておりますので、それをもって議案第３５号についての通告書というふうにさせて

いただきたいというふうに思いますので、議運の皆様方にはここでその分を配付してお

りますので、そのとおり取り扱いをお願いしたいのですが、他の議員さんについては、

きょう終わりまして、それぞれに届けます折に、その旨を記載した書類において周知を

したいとういうふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

  また、議案第３４号の補正予算については、討論については委員会で確認をされます

ので、その折にきっちりと確認をしていただきたいと。ただ、質疑については、委員長

報告に対しての質疑でございますので、それは１８日の委員長報告があって初めて、そ

れについて質疑がされるということですので、事前にどうのこうのという確認はできま

せんので、それはもうそのまま当日にそのような形の取り扱いをすると。ただ、全員参

加の補正予算特別委員会ですので、できるだけ補正予算特別委員会で議論、審査をし尽

くしていただいておれば、質疑というのはなかろうかというふうに思いますけれども、

そのような取り扱いにさせていただきますので、事前にご承知おき願いたいと思います。

以上でございます。これについて何かほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（稲石義一） ないようでございますので、そのような取り扱いにさせていただ

きます。 

  以上で、３の臨時会についてを終わりたいと存じます。 

  次に、４、その他について。この際、何かございましたら、ご発言願います。当局よ

り何かございませんか。久野村部長。 

○総務部長（久野村観光） ご苦労さまでございます。 

  それでは、こちらのほうからですけれども、お手元に配付させていただいております

議場内当局側配席表、平成２８年４月１日現在というペーパーを１枚お渡しさせていた

だいていると思いますので、これについて簡単なご説明をさせていただきたいと思いま

す。 
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  今回の部制導入に伴いましての議場の配席図でございますが、お手元に配付させてい

ただいておりますように、町当局側の出席者につきまして、今議会、この５月の臨時会

からこのような配席を予定させていただいておるところでございます。 

  議長がお座りのところの左側を総務部、健康福祉部といたしまして、右側を建設事業

部、教育部、会計管理者とさせていただきたく考えておるところでございます。また、

それに合わせまして、それぞれの各部の管理職を建制順、既に議員の皆様方にお配りし

ております宇治田原町職員事務分担表の順列に基づきましての配席とさせていただいて

おるところでございますので、よろしくお願いさせていただきたいと思います。 

  このペーパーにつきましては、本日、議運の委員の皆様方に配付させていただいてお

りますが、議会事務局を通じまして、本日、ご出席いただいておらない議員さんのほう

にも配付を予定させていただいておるところでございます。 

  また、先ほど局長のほうから報告がありましたが、町長のご挨拶の後、副町長より、

町当局から出席をさせていただいております管理職全員１５名になるところでございま

すが、各紹介をさせていただく予定とさせていただいておりますので、よろしくお願い

をいたしたいと思います。以上でございます。 

○委員長（稲石義一） 当局の情報なんですけれども、そのようなことで資料配付がされ

ておりまして、議場においても副町長からその説明があると、ご紹介があるということ

でご了承願いたいと思います。 

  ほかに行政当局はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（稲石義一） 続きまして、議会より何かございませんか。議長。 

○議長（田中 修） クールビズの件ですが、うちの議会のほう、行政側のほうは５月

１日から１０月３１日までをクールビズということでやられておりますが、我々のほう

も、きょうのここで決めていきたいと思いますので、このことについて説明してもらお

うかな。 

○委員長（稲石義一） それでは、当局からこういう要請を受けましたので、事務局のほ

うから、この対応方について説明をいただき、毎年、議会としてどういう対応をすれば

いいかということをこの議運で決めておりますので、そのような形で今年も進めたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

  それでは、局長より説明を願います。 

○議会事務局長（村山和弘） お手元にお配りしております平成２８年４月１９日付で、
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町長のほうから議長宛てに２８年度夏のエコスタイルキャンペーンの実施についてとい

うことで、町側はもう実施されているんですけれども、平成２８年５月１日から１０月

３１日までということで、エコスタイル、夏のしのぎやすいノーネクタイ、ノー上着な

どの軽装、クールビズを励行するということで、既に実施はされております。 

  そして、国のほうは、同じく５月１日から９月の末までをクールビズ、軽装の励行と

いうふうにされまして、１０月につきましては、その気候等を判断しながら判断してい

くというふうな方針を出されております。 

  そして、関西のほうは、京都府をはじめまして、うちと同じく２８年５月１日から

１０月３１日まで、一応夏のエコスタイルキャンペーンを実施するというふうに聞いて

おるところでございます。以上を踏まえまして、議会といたしまして、どのような方向

性でいくかということをご議論いただきたいなというふうに考えております。よろしく

お願いします。 

○委員長（稲石義一） 以上、事務局から説明があったところですが、どのような取り扱

いに本年度はさせていただいたらよろしいでしょうか。ご意見を伺いたいと思います。

議長。 

○議長（田中 修） これ、役場に来るときは、いわゆるクールビズで来ればいいと思い

ますが、例えばどこか対外的に出ていったときに、いろんな総会とか会合とかあるんで

すが、そういうところへ出ていくときはやっぱりネクタイをしていくというようなこと

も大事じゃないかなと思います。そして、一番気になっていたのは、本会議場でどうす

るのかと、その辺もここでもう一度たたいておいていただいたほうがいいのではないか

と思いますので、その辺もひとつよろしくお願いします。 

○委員長（稲石義一） 今、議長のほうから、ケース・バイ・ケースでいろんな場面が生

じると思いますので、その辺についてある程度具体的に決めておいたほうがいいじゃな

いかということなんですけれども、皆さん方いかがでしょうか。 

  まず、本会議について、本会議と委員会、これはどのような形で進めたらいいと思い

ますか。従来は、町行政から要請を受けましたとおり、本会議場も委員会室もクールビ

ズでやってきたというふうに思うんですけれども、今年度、いかがでしょうか。谷口委

員。 

○委員（谷口重和） これは合わせたらいいと思います。対外的には、やっぱりその場そ

の場でつけていくときはつけていくと。これはもう臨機応変にやっていったらいいと思

います。 
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○委員長（稲石義一） ほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（稲石義一） それでは、今、谷口委員からございましたような本会議場、委員

会室については、従前のとおり町と足並みをそろえる形のクールビズで対応するという

ことにさせてもらってよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（稲石義一） それと対外的に、外向けに会議に出たり、研修会に出たりする場

合、その折に向こう側がネクタイ着用やと言われたときはネクタイ着用で、クールビズ

で来てくださいよと言った場合は、そのような対応と。また、夏の視察研修もございま

すんですけれども、その折も相手さん側がクールビズをやられているかどうかを十分確

認しながら、同じような対応をするということにさせていただいてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（稲石義一） それでは、そのような形でやらせていただきたいと思います。 

  なお、きょう決定ということですので、委員会、本会議等が来週予定をされています

ので、議会としては来週の本会議からクールビズを実施していくということにさせてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

  クールビズについては以上でございます。 

  この際、何かございませんか。副町長。 

○副町長（田中雅和） 先ほど山手線の資料を配らせていただきましたけれども、新聞記

事のほうが、若干金額を間違って記載している新聞社もございますので、ちょっとご注

意のほどを。３，５００万というような数字が出たりしておりますので、ちょっとご注

意のほどといいますか、私がこういうことを言うのも変なんですけれども、正確にはそ

こにお配りさせていただきましたように３５０万のほうなんですけれども、新聞社によ

りましては、どういう間違いがあったのか知りませんけれども、１桁間違って出ていま

すので、ご注意のほどお願いしたいと思います。以上です。 

○委員長（稲石義一） ３５０万を３，５００万というような形で報道している新聞もご

ざいますんですけれども、この資料で確認しておいていただきたい。これはほかの議員

さんには届くようにはなっているんですか。 

○副町長（田中雅和） しております。きょう議案と一緒に…… 

○委員長（稲石義一） まず、こっち、一緒に。はい、わかりました。 

  他にございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（稲石義一） なければ、これをもちまして今臨時会に付議されました事件の議

会運営委員会を終わらせていただきます。 

  どうもご苦労さまでございました。 

閉  会   午前１０時４０分 
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